
■実施方針に対する質問への回答
№ ページ 大項目 中項目 小項目 項目名 質問内容 回答
1 1 Ⅰ １ （４）

ア
事業方式 ＳＰＣの設置は必須でしょうか。

その場合の理由はどのようなことをお考えでしょうか。
選定した事業者には、長期にわたって継続した事業実施を期待
することから、ＳＰＣ設立を必須とすることを予定しています。

2 2 Ⅰ １ （４）
オ

事業の対象となる
業務範囲
・事業者が行う業務

事業者が行う業務のうち、搬出に関しては選別残渣、資源化物を
場内指定場所(ストックヤード等)への運搬までと考えてよろしいで
しょうか？

お見込みのとおりですが、積み込み作業は業務範囲とします。

3 2 Ⅰ １ （４）
オ

事業の対象となる
業務範囲
・事業者が行う業務

処理不適物の搬出・処分等については事業者が行う業務範囲外
と考えてよろしいでしょうか？

市が行う予定としておりますが、詳細は入札公告時に示します。

4 2 Ⅰ １ （４）
オ
③
（カ）

・事業者が行う業務
施設の運営・維持
管理

関連業務とは具体的に何かありますか。 清掃等を想定しておりますが、詳細は入札公告時に示します。

5 3 Ⅰ １ （４）
オ
②
（キ）

・市が行う業務
施設の運営・維持
管理

外構警備の具体的な業務範囲をご教示願います。
事業者が行う業務として、その他の警備業務があるのでしょう
か。

市が行う外構警備については、リサイクルセンターを除く部分を
想定しています。
リサイクルセンターに係る警備については事業者の範囲と考えて
います。

6 3 Ⅰ １ （４）
オ
②
（ク）

・市が行う業務
用水・電気の提供
及び排水処理

水・電気の供給は御市所掌ですが、それ以外のユーティリティで
御市が供給するものはありますか。
又、これら費用は御市が負担されるのでしょうか。

現時点では想定しておりません。
水・電気の費用は市が負担します。

7 3 Ⅰ １ （４）
カ
①

施設の整備に係る
対価

前払金、部分払（年度末出来高払）の設定は無いのでしょうか。 施設の整備に係る対価については、各年度の出来形に応じて支
払います。前払い金についても設定する予定です。

8 4 Ⅰ ２ （２） 選定方法 その他の収入等(費用も調整されるなら同様)とは、どのようなも
のが含まれる予定ですか。
また、現在価値への割引率はどのように考えますか。

特定事業の選定・公表において示します。

9 5 Ⅱ ２ （１） 事業者の募集・選
定スケジュール（予
定）

ヒアリングやプレゼンテーションの予定はありますでしょうか。 実施する予定です。



№ ページ 大項目 中項目 小項目 項目名 質問内容 回答
10 5 Ⅱ ２ （１） 事業者の募集・選

定スケジュール（予
定）

スケジュール内に質問及び質問回答の予定がありますが、他の
ＰＦＩ事例において質問に対し「○○通りとします。」とだけ回答さ
れるケースがあり、要求水準の不適合では事業者のリスクとなる
ことから契約後のトラブルを避けるためにも明確な回答を頂きま
すようお願いいたします。

可能な限り、ご要望に応えることとします。

11 6 Ⅱ ２ （２）
ウ

特定事業の選定・
公表

予定価格の公表はどの時点で予定していますか。
また、建設と運営の区分などございますか。

予定価格は入札公告時に公表しますが、その区分等については
検討中です。

12 6 Ⅱ ３ （１） 入札参加者の構成
等

当事業応募においての協力企業の定義（立場）及び参加資格要
件について、ご教示願います。

参加資格を確認する必要があるのは構成員です。構成員の協力
企業には、特に参加資格を求めません。

13 7 Ⅱ ３ （２）
ア

入札参加資格要件 次の参加資格要件を満たすものとするとありますが、構成員全て
が満たす必要があるのでしょうか。
又、「安定的かつ健全な財務能力」及び、「効率的かつ効果的に
実施できる経験及びノウハウ」の基準をご教示願います。

ア及びイについては、全ての構成員が満たす必要があります。な
お、「安定的かつ健全な財務能力」及び「効率的かつ効果的に実
施できる経験及びノウハウ」の基準については明示しませんが、
決算報告、業務実績等から判断する予定です。

14 7 Ⅱ ３ （２）
ウ
②

入札参加者の参加
資格要件

平成22年度の入札参加資格を有しているとありますが、分類の
指定はありますでしょうか。

設計業務に係わる入札参加資格は必要ですが、業種指定はあり
ません。ただし、本施設の設計に必要な技術力が十分にあるとい
うことが前提です。

15 7 Ⅱ ３ （２）
ウ
③

設計実績 50ｔ/日以上のリサイクルセンターとは個々の処理系統（不燃・粗
大ごみ処理，ペットボトル処理，有害ごみ処理，容器包装プラス
チック処理等）の合計が50ｔ/日以上のリサイクル施設として考え
て良いでしょうか？

お見込みのとおりです。

16 7 Ⅱ ３ （２）
ウ③、
エ⑤

入札参加者の参加
資格要件

入札参加者の参加資格要件として、設計企業、建設企業に対し、
「過去１０年間」の設計、施工経験が問われていますが、過去１０
年間、とは平成１２年４月以降に竣工した事業を対象とすると考
えてよろしいでしょうか？

お見込みのとおりです。

17 7 Ⅱ ３ （２）
ウ③、
エ⑤

入札参加者の参加
資格要件

入札参加者の参加資格要件として、設計企業、建設企業に対し、
過去の設計、施工経験が問われていますが、SPC、JVでの受注
案件では出資比率が50%のものに限ると考えてよろしいでしょう
か？

ＪＶでの受注案件については出資比率３０％以上の場合を実績と
して認めます。ＳＰＣの受注実績については認めません。



№ ページ 大項目 中項目 小項目 項目名 質問内容 回答
18 7 Ⅱ ３ （２）

ウ③、
エ⑤、
オ②

入札参加者の参加
資格要件

入札参加者の参加資格要件として、設計企業、建設企業、運営
企業に対し、過去のリサイクルセンターの設計、施工、運転経験
が問われていますが、「50t/日以上の破砕設備、磁力選別設備、
アルミ選別設備を有したリサイクルセンター」とは下記のような理
解でよろしいでしょうか。「リサイクルセンター（リサイクルプラザを
含む）であって、破砕設備50t/日以上（方式、台数、系列数を問
わず）を有しており、また磁力選別設備・アルミ選別設備（方式、
規模を問わず）も有している施設」

処理能力の合計が50t/日以上であり、破砕設備、磁力選別設
備、アルミ選別設備を有していることが実績に関する参加資格要
件です。なお、リサイクルセンターのほか、リサイクルプラザ並び
に粗大ごみ処理施設等についても、同様の条件を有していれば
資格要件を満足すると判断します。

19 7 Ⅱ ３ （２）
エ
⑤

入札参加資者の参
加資格要件

プラント整備を担当する建設企業は・・・過去10年間に50t/日以
上の破砕設備、磁力選別設備、アルミ選別設備を有したリサイク
ルセンターの建設実績を２件以上有すること。とありますが、平成
１２年度以降に完工したものと考えてよろしいでしょうか。ご教示
願います。

お見込みのとおりです。

20 7 Ⅱ ３ （２）
エ
⑤

入札参加資者の参
加資格要件

プラント整備を担当する建設企業は・・・過去10年間に50t/日以
上の破砕設備、磁力選別設備、アルミ選別設備を有したリサイク
ルセンターの建設実績を２件以上有すること。とありますが、破砕
設備、磁力選別設備、アルミ選別設備を有していればその他の
処理設備を含めて施設規模が50t/日であればよろしいのでしょう
か。ご教示願います。

お見込みのとおりです。

21 8 Ⅱ ３ （２）
オ
②

入札参加資者の参
加資格要件

地方公共団体の一般廃棄物処理施設について、過去１０年間に
50t/日以上の破砕設備、磁力選別設備、アルミ選別設備を有し
たリサイクルセンターの運転実績を２件以上有すること。とありま
すが、運転実績の期間の規定はあるのでしょうか。ご教示願いま
す。

1年間とします。

22 8 Ⅱ ３ （２）
オ
②

入札参加資者の参
加資格要件

地方公共団体の一般廃棄物処理施設について、過去１０年間に
50t/日以上の破砕設備、磁力選別設備、アルミ選別設備を有し
たリサイクルセンターの運転実績を２件以上有すること。とありま
すが、同施設で単年度の運転業務契約を２回以上行った場合、
運転実績は２件以上あるものと考えてよろしいでしょうか（同施設
であっても１契約１件と考えてよろしいでしょうか）。ご教示願いま
す。

同施設での複数の運転実績は、認められません。

23 8 Ⅱ ３ （３） 構成員の制限 資格制限を満たしていない企業が、協力企業としての参加は可
能でしょうか。

参加資格を確認する必要があるのは構成員です。構成員の協力
企業には、特に参加資格を求めません。

24 9 Ⅱ ４ （２）
エ

審査結果 審査結果の公表はいつを予定していますか？ 平成23年1月上旬において、審査結果の一部を公表する予定で
す。



№ ページ 大項目 中項目 小項目 項目名 質問内容 回答
25 11 Ⅳ ２ 施設整備の概要 施設規模に含まれる鉄くず１ｔとは具体的に何でしょうか。

御市の現状の分別形態から判断できませんが、分別形態を変え
る予定はありますでしょうか。

持込可燃ごみ（粗大）、持込不燃ごみ（土砂以外）に混入される鉄
くずを指します。

26 12 Ⅳ ３ 解体施設の概要 解体工事の積算に必要な図面はすべてご提供頂けるものと考え
てよろしいでしょうか？

既存図面は出来る限り提示する予定です。

27 19 別紙-３ 共通 近隣対応リスク 近隣対応リスクにおいて、後日公表される要求水準等における公
害防止基準等を達成している場合は免責されると考えてよろしい
でしょうか？
上記以外のものとは具体的に何を想定されていますでしょうか。

公害防止条件に係る内容であり、条件を満足していたとしても必
要となった場合は対応していただきます。
なお、対応の範囲としては、公害防止条件に係るものだけでなく、
運営全般についてリサイクルセンターに直接に問い合わせが
あった場合や施設内で起こった問題等の最初の対応を想定して
おります。

28 19 別紙-３ 共通 物価変動リスク 物価変動リスクについて市及び事業者が負担者となっています
が、ある一定の範囲にてリスクを分担すると考えてよろしいでしょ
うか？また、その数値の指標等をご教示ください。
なお、物価変動は事業者でコントロールできないリスクです。
事業者で負担するリスクには十分な配慮が必要と考えます。

市は、消費者物価指数等の指標により算定される委託料を支払
います。事業者は当該指標との乖離に関するリスクを負担するこ
ととなります。具体的な内容は入札公告時に示します。

29 19 別紙-３ 共通 不可抗力リスク 不可抗力リスクについて市及び事業者が負担者となっています
が、事業者のリスク負担範囲を具体的にご教示ください。
なお、不可抗力は事業者でコントロールできないリスクです。
事業者で負担するリスクには十分な配慮が必要と考えます。

不可抗力による被害額については、原則として市が負担します。
ただし、一定の範囲（年間委託料の１％など）については事業者
が負担します。具体的な内容は入札公告時に示します。

30 19 別紙-３ 設計・建
設段階

設計・建設段階のリスク負担が事業者になっています。
事業者に帰責事由がある場合であることを確認させてください。

市に帰責事由がある場合は該当しません。

31 19 別紙-３ 運営段
階

受入廃棄物の量の
変動リスク

受入廃棄物の量の変動リスクについて市及び事業者が負担者と
なっていますが、事業者のリスク負担範囲を具体的にご教示くだ
さい。
なお、事業者のリスク負担は事業者に帰責事由がある場合であ
ることを確認させてください。

市は、事業者提案単価及び廃棄物搬入量に応じて算定される委
託料を支払います。事業者は廃棄物搬入量が増減した場合にも
当該委託料の範囲内で業務を遂行しなければならないリスクを
負担することとなります。具体的な内容は入札公告時に示しま
す。



■実施方針に対する意見への回答
№ ページ 大項目 中項目 小項目 項目名 意見内容 回答
32 3 Ⅰ １ （５） 事業のスケジュール

（予定）
(ア)事業者選定から(エ)契約までにSPC設立や契約協議などが想
定され、期間に余裕が無いように思われます。十分なご配慮をお
願いします。

ご意見として承ります。

33 7 Ⅱ ３ （２）
エ
⑤

入札参加資者の参
加資格要件

プラント整備を担当する企業は・・・過去10年間に50t/日以上の破
砕設備、磁力選別設備、アルミ選別設備を有したリサイクルセン
ターの建設実績を２件以上有すること。とありますが、大規模リサ
イクルセンターの建設が減少される中、焼却炉のような特殊性も
ないため、施設規模を下げていただくか、一般廃棄物処理施設の
建設実績とし、多くの企業の参加を求めるようお願いします。

実施方針のとおりとします。なお、リサイクルセンターと記載してお
りますが、リサイクルプラザ並びに粗大ごみ処理施設等において
同様の条件を満たす場合は、参加資格を満足しているものと判断
します。

34 8 Ⅱ ３ （２）
オ
②

入札参加資者の参
加資格要件

地方公共団体の一般廃棄物処理施設について、過去10年間に
50t/日以上の破砕設備、磁力選別設備、アルミ選別設備を有した
リサイクルセンターの運転実績を２件以上有すること。とあります
が、多くの自治体は直営での運営を行っており、50t/日以上の破
砕設備の運営実績は少ないものと思われますので、一般廃棄物
の運転実績としていただき、多くの企業が参加できるように望みま
す。

№３３の回答をご参照ください。

35 19 別紙-３ 共通 法令等の変更リスク 法令変更は事業者でコントロールできないリスクです。
事業者で負担するリスクには十分な配慮が必要と考えます。

全てまたは大部分の事業者に適用される一般的な法令について
は、原則として事業者負担とすることを考えています。

36 19 別紙-３ 共通 税制度変更リスク 税制変更は事業者でコントロールできないリスクです。
事業者で負担するリスクには十分な配慮が必要と考えます。

全てまたは大部分の事業者に適用される一般的な税制について
は、原則として事業者負担とすることを考えています。


